
 

利益相反自己申告書の提出について 

 

論文投稿・演題登録・研究申請・本学会が発行する刊行物の作製にあたって、申告者は、自己申告書を

学会事務局に提出する。  

   本規定の対象者にあるように「当法人の学術集会、及び学会誌で産学共同研究の成果を発表しよ

うとする者、及び当法人会員として厚生労働科学研究費等に基づいて研究を実施しようとする者」

が対象です。それ以外は届け出の必要はありません。すなわち、発表内容が企業利益に関係し、企

業から何らかの経済的利益を受けた場合には、自己申告書を提出する必要があります。 

本規定の対象者の責務にあるように「研究者は、当該研究の研究分担者に本規定を遵守するよう

求めなければならない」と示されています。このことは、共同研究者もすべて提出義務があること

を意味しています。 

 

利益相反関係の開示 

開示は申告者が行うことになります。当法人が発行する学会誌には、著者が投稿原稿に利益相反

の有無を表明します。開示は論文の冒頭ページとなります。また当法人が開催する学術大会では、

発表者がスライドやポスターに利益相反の有無を表明します。なお、自己申告書の内容で有と申告

された場合は、企業名も開示します。 

 

提出方法 

１）申告者は自己申告書（PDF)に必要事項を記載して印刷した後、署名捺印する。 

  （パソコンで入力した内容は保存できません）  

 

２）印刷したもの（最後は直筆にて署名捺印したもの）を以下に示すいずれかの方法で学会事務局に送

る。 

①スキャナーで取り込んだ画像を PDF として電子メールで送る 

②郵送する 

③FAX で送る 

以上 

 

提出先 

一般社団法人日本ペインクリニック学会事務局 

    〒101-0062 

                        東京都千代田区神田駿河台 1-8-11 

東京ＹＷＣＡ会館 210号室 

                   TEL：03-5282-8808 FAX：03-5282-8809 

               E-mail: riekisohan@jspc.gr.jp 
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